
男女共同参画セミナー

弁護士が、離婚問題、養育
費、年金分割、相続、職場
でのハラスメント等に関す
る法律について詳しく説明
します。

令和８年

１月２１日（水）
14：00～15：45（受付13：30～）

【申込み・問合せ】
申込みは、令和８年１月１３日（火）までに、電話または直接人権・男女共同参画課へ

０４８-７８８-４９０７(直通）

市内在住または在勤の女性

講師：栗木 祥子弁護士
(桶川市男女不平等苦情処理委員)

桶川東公民館 研修室（末広２-８-２9）

～弁護士の依頼や裁判の裏側についても聞いてみよう～


